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公 募 型 プ ロポ ー ザ ル に 係 る 手 続き 開 始 の お 知 ら せ  

 

次 の と お り提 案 書 の 提 出 を 求 めま す 。  

 

令 和 ６ 年 １２ 月 １ ３ 日  

世 田 谷 区  

１ ． 業 務 概要  
（ １ ） 件 名  

キ ッ チ ン カー 等 設 置 契 約 及 び キッ チ ン カ ー 等 に 関 する 連 携 協 定  
（ ２ ） 目 的及 び 事 業 内 容  

世 田 谷 区 は、新 型 コ ロ ナ ウ イ ルス 感 染 症 の 拡 大 に より 経 営 に 影 響 が 生 じ
て い る 区 内 の 飲 食 店 等 事 業 者 へ の 支 援 と 区 民 の 利 便 性 向 上 を 目 的 と し て 、
令 和 3 年 ３ 月よ り 区 内 ６ カ 所 の区 有 地 を キ ッ チ ン カー 等 の 移 動 販 売 ス ペー
ス と し て 提供 す る 事 業 を 実 施 し 、令 和 ６ 年 度 ま で に区 内 １ ３ カ 所 で の 実施
に 拡 大 し てい る 。  

事 業 の 実 施に 当 た っ て は、飲 食 物 の 提 供 を 行 う キ ッチ ン カ ー や 、生 鮮 食
品 や 生 活 雑 貨 等 の 販 売 を 行 う 移 動 販 売 車 の 出 店 を コ ー デ ィ ネ ー ト す る 事
業 者（ 以 下、「 コ ー デ ィ ネ ー ト事 業 者 」と い う。）と 、区 有 地 へ の キ ッチ ン
カ ー 等 の 出 店 及 び 区 へ の 出 店 料 納 入 等 に 関 す る キ ッ チ ン カ ー 等 設 置 契 約
を 締 結 し てい る 。  

今 般 、新 型 コ ロ ナウ イ ル ス 感 染症 が 感 染 症 法 上 の 位置 づ け が 5 類 感 染 症
と な っ た こと か ら 、区 民 生 活 の利 便 性 向 上 や 区 有 地の 利 用 促 進・魅力 向 上 、
地 域 の 賑 わい の 創 出 、及び 、災 害 時 の 食 の 確 保 に 重き を 置 き 、新た に キ ッ
チ ン カ ー 等 設 置 契 約 及 び キ ッ チ ン カ ー 等 に 関 す る 連 携 協 定 を 締 結 す る 事
業 者 を 募 集す る 。  

な お 、区 民 生 活の 利 便 性 向 上 や区 有 地 の 利 用 促 進・魅 力向 上 、地 域 の 賑
わ い の 創 出 の 観 点 か ら 、 区 が 現 在 キ ッ チ ン カ ー の 出 店 を 認 め て い る 場 所
（ 以 下 、「 既 存 出 店 場 所 」 と い う ） に つ い て は 出 店 頻 度 や 台 数 、 販 売 品 目
等 の 提 案 を重 視 し 、評 価 を す る。ま た 、出 店 場 所 とし て 、こ れ ま で 区 が出
店 実 績 の ない 区 有 地 を 提 案 書 によ り 新 た に 提 案 す るこ と を 認 め る が 、新 規
出 店 に つ いて は 、区 が 周 辺 環 境等 の 調 査 を 行 う 必 要が あ る た め 、提 案 して
も 出 店 に 至ら な い 場 合 が あ る 。  

（ ３ ） 履 行期 間  
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令 和 ７ 年 ４月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年３ 月 ３ １ 日 ま で  
※ 契 約 は 単 年 度 ご と と し 、 業 務 の 運 営 状 況 が 良 好 と 認 め ら れ た 場 合 に 限

り 、 令 和 ８年 度 の 随 意 契 約 を 締結 す る 。  
※ 当 該 年 度 の 契 約 内 容 等 に つ い て は 、 そ の 前 年 度 に 別 途 区 と の 協 議 に よ

り 決 定 す る。  
２ ． 参 加 資格  

本 業 務 の 実 施 に 意 欲 と 遂 行 能 力 を 有 す る 法 人 等 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 要 件
の 全 て に 該当 す る 事 業 者 と す る。  

（ １ ）地 方 自 治 法 施 行 令（昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号）第 １ ６ ７ 条 の ４ 第１ 項 の 規
定 に 該 当 する 者 で な い こ と 。  

（ ２ ）無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行っ た 団 体 の 規 制 に 関す る 法 律（ 平 成１ １ 年 法 律 第
１ ４ ７ 号）第 ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号の 処 分 を 受 け て い る、若 し く は 過 去 に 受け
た こ と の ある 団 体 及 び そ の 代 表者 、主 宰 者 又 は そ の構 成 員 並 び に そ れ らの
協 力 者 で ない こ と 。  

（ ３）暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行為 の 防 止 等 に 関 す る法 律（ 平 成 ３ 年 法 律第 ７ ７ 号 ）
第 ２ 条 に 掲 げ る 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 及 び そ れ ら の 利 益 と な る 行 動 を 行 う
団 体 の 代 表者 、 主 宰 者 又 は そ の構 成 員 並 び に そ れ らの 協 力 者 で な い こ と 。 

（ ４）法 人 税 、消 費 税 及 び 地 方消 費 税 、都 道 府 県 民税・市 町 村 民 税 及 び法 人 事 業
税 に 滞 納 がな い こ と 。  

（ ５ ） 提 出さ れ た 書 類 の 記 載 事項 が 虚 偽 で な い こ と。  
（ ６）キ ッ チ ン カ ー 等 設 置 契 約及 び キ ッ チ ン カ ー 等に 関 す る 連 携 協 定 プロ ポ ー ザ

ル 方 式 事 業 者 選 定 委 員 会 委 員 が 主 宰 、 役 員 、 顧 問 及 び 所 属 を し て い る 団
体 で な い こと 。  

 
３ ． 受 託 候補 者 を 選 定 す る た めの 審 査 基 準  
（ １ ） 参 加資 格  
    参 加資 格 は 満 た し て い るか  
（ ２ ） 申 込時 に お け る 注 意 事 項等 の 遵 守  
   応 募 書 類 及 び 付 属 書 類 は 、 作 成 要 領 に 沿 っ た 形 式 、 部 数 及 び 体 裁 に な っ     

て い る か  
（ ３ ） 経 営理 念 及 び 業 務 の 実 施方 針  
   経 営理 念 及 び 業 務 の 実 施方 針 が 、 本 業 務 の 目的 に 合 致 し て い る か  
（ ４ ） キ ッチ ン カ ー 等 移 動 販 売の 業 務 実 績  
   本 業務 を 遂 行 す る 実 績 が充 分 で あ る か  
（ ５ ） 業 務の 実 施 体 制  
    本 業務 の 遂 行 に あ た っ て強 み が あ り、円 滑 に 遂 行 す る た め の 実 施体 制 が 明

確 で あ る か  
（ ６ ） 連 携協 定 に 関 す る 提 案 内容  
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   本 業務 の 目 的 に 合 致 し てお り 、 取 組 み 内 容 が明 確 で あ る か  
 
４ ． 提 案 書の 審 査 方 法  

参 加 表 明 をし 、提 案 書 を 提 出 した 応 募 事 業 者 の 中 から 、提 案 書 の 内 容 をも と
に 審 査 し 、 適 当 と 認 め ら れ る 事 業 者 を 随 意 契 約 予 定 事 業 者 と し て 選 定 す る 。 
 

５ ． 手 続 き等  

（ １ ） 担 当部 課  
   〒154-0004 世 田 谷 区太 子 堂 二 丁 目 １ ６ 番７ 号  三 軒 茶 屋 分 庁舎 ４ 階  
   世 田谷 区 経 済 産 業 部 経 済課  
   電 話： 03-3411-6653 フ ァ ク シ ミ リ ：03-3411-6635 
（ ２ ） 募 集要 項 の 交 付 期 間 及 び方 法  
   期 間：令 和 ６ 年 １ ２ 月 １３ 日（ 金 曜 日 ）～ 令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日（ 金 曜 日 ） 

方 法 ： 世 田谷 区 ホ ー ム ペ ー ジ にて 公 開  
（https://www.city.setagaya.lg.jp/03647/21249.html）  

（ ３ ） 参 加表 明 書 の 提 出 期 限 及び 提 出 方 法   
   期 限： 令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２７ 日 （ 金 曜 日）（ 正 午 ま で 必 着 ）  
   方 法： 上 記 （ １ ） の 窓 口へ の 持 参 、 郵 送 ま たは オ ン ラ イ ン フ ォ ーム  

（https://logoform.jp/form/JqMJ/819687） よ り デ ー タ 提 出 。  
（ ４ ） 提 案書 の 提 出 期 限 及 び 提出 方 法   
   期 限： 令 和 ７ 年 １ 月 ２ ４日 （ 金 曜 日）（ 正 午 ま で 必 着 ）  
   方 法： 上 記 （ １ ） の 窓 口へ の 持 参 、 郵 送 ま たは オ ン ラ イ ン フ ォ ーム  

（https://logoform.jp/form/JqMJ/819796） よ り デ ー タ 提 出 。  

６ ． そ の 他  

（ １ ） 手 続き に お い て 使 用 す る言 語 及 び 通 貨  日 本語 及 び 日 本 国 通 貨 に限 る 。  
（ ２ ） 契 約保 証 金  免 除  
（ ３ ） 契 約書 作 成 の 要 否  要  
（ ４ ） 当 該 業 務 に 直 接 関 連 す る 他 の 業 務 の 委 託 契 約 を 当 該 業 務 の 委 託 契 約 の 相

手 方 と の 随意 契 約 に よ り 締 結 する 予 定 の 有 無  無  
（ ５ ） 関 連情 報 を 入 手 す る た めの 照 会 窓 口  上 記 ５．（ １ ） の 担 当 課 と同 じ  
（ ６ ）区 は 、こ の 案 件 に 参 加 を表 明 し た 者 及 び 提 案書 を 提 出 し た 者 の 商号・名 称

並 び に 提 案書 を 特 定 し た 理 由 （審 査 経 過 等 ） を 公 表す る こ と が で き る 。  
（ ７ ）提 出 さ れ た 書 類 の 記 載 事項 に 虚 偽 の あ る こ とが 判 明 し た 場 合、そ の 参 加 者

は 失 格 と する 。  
（ ８ ） 詳 細は 提 案 要 求 説 明 書 によ る 。  

https://www.city.setagaya.lg.jp/03647/21249.html
https://logoform.jp/form/JqMJ/819687
https://logoform.jp/form/JqMJ/819796

